
電話

（第 4 章）

（第 4 節）

（第　 4

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

１　計　画　（プラン）

  文化財の保護を主体とした事業（資料の収集､保存、指定、埋蔵文化財の調査など）と､地域文化の伝承、普及事
業の二本立てとし、重点的目標を置き事業を展開。急速な開発に伴なう文化財の消失を防ぎ、市民の郷土意識の
高揚を図ること。

事務事業開始の
きっかけ（導入当
初の目的等）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

節
施策

芸術と文化

文化財保護法、北広島市文化財保護条例根拠法令等
　事務事業開始年度

　〃 終了予定年度

菅原直臣 作成日 平成15年6月30日事務区分 部長職名■自治事務　　□法定受託事務　 山内平一郎
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歴史・文化の継承

上位施策との関
連（総合計画での
位置付け）

 ◎文化財保存活用事業：郷土学習講座、講演会 自然観察教室（夏休み特集：レクの森関連事業
     7～8月、冬期事業：カンジキウォーキング、野鳥・渡鳥、冬の植物）、昆虫展、化石講座、北広
    島の散歩道展｡
 ◎郷土資料収集調査整理、埋蔵文化財確認調査事業
 ◎採話編集実行委員会、北広島市水稲赤毛種保存栽培事業

施策）

章 豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち

15
年
度

市が行った
（行う）事務事
業の具体的
な実施内容
（※補助金等
の場合は団
体等の活動
内容）

　　　平成１５年度事務事業評価調書（継続用）　　　　北広島市別紙１

整理番号 40-15 作成部署 生涯学習部社会教育課 内線８９１

課長職名

１３年度（決算）

  市民及び文化財又は自然環境

  市内の文化財や地域の歴史、自然の成り立ちを学び理解することにより、豊かな地域
社会を醸成することを狙いとする｡そして市民一人一人が体験や学習を通して、将来何を
どのように受継いでいくかを認識し、文化を継承することの意義を考える機会を提供す
る｡

講演会､教室､観察会等参加者数

一般財源

①合　計

②人　数（年間）

１4
年
度

まで

その他特財

２　実　施　（ドゥ）

国支出金

道支出金

（単位：千円）

地方債

指　　　標

活動指標

（事務事業の
活動量や実
績） 参加者・入場者総数

農機具､化石､縄文､昆虫展等入場者数

効率指標

（主要活動単
位当たりコスト）

(総事業費÷普及活用事業参加者数)

参加者1人当たりコスト

成果指標

（目的の達成
度を測るもの
さし）

指　　　標(算式）
１３年度 １４年度

　　4,000人（3回）

１５年度（目標）

参加者・入場者総数(代替指標）

　　3,800人（3回）

1,100円

　　7,700人（5回）

7,930人

7,930人

2,600円

4,050人

4,050人 4,280人

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

③１人当り年間平均人件費

④＝②×③

　総　事　業　費 ①＋④

１５年度（予算） １６年度（予定）

　　　280人（5回）

指　　　　　標　　　　　値

　　　230人（6回） 　　　250人（5回）

１４年度（決算）

　　　280人（5回）

１６年度（目標）

 ◎文化財保存活用事業：郷土学習講座、講演会、自然観察教室（レクの森、野鳥・渡り鳥、冬の
    植物観察、北海道の両棲類）、クロスラミナを楽しむ教室、大化石展、大昆虫展、北広島の縄
    文展、私の博物館、農機具展、北広島の化石講座｡
 ◎郷土資料収集調査整理事業、埋蔵文化財確認調査（北の里遺跡他）
 ◎採話集編集事業（古老聞取調査、録音、聴起、編集、採話集発行）、北広島市水稲赤毛種保存
    事業

直接事業費

【事業費の推移】

人 　件 　費
（概算）

区　　　　分

　　4,000人（3回）

4,280人

1,800円

4,280人

4,280人

1,800円

文化財保存活用事業（郷土文
化伝承普及事業含む）

事務事業名



　小中学校における総合学習など事
業に対する市民の要求は高まっていく
傾向が見られことから、今後ともニー
ズにあった内容にしていくことが求めら
れる｡

　団体、サークルなどの活動をより活
性化し、市民とともにより効率的な運
営を目指していくことが一つの課題で
ある｡

　全市的啓蒙事業とした場合の負担
割合について、応分の負担は妥当と
考える｡

判定の説明や課題 改善の方法

判定の説明や課題 改善の方法

　文化財保護の推進を図るための各
種の事業展開は今後一層求められて
いく状況である｡社会の急激な変貌の
歴史を留め記録することが必要であ
る。

　事業の実施計画の段階で、市民の
ニーズを把握し、事務実施に当たって
は出来る範囲の中で市民（団体、サー
クル）と連携し分担して実施している｡

□該当しない

　文化財はその地域の遺産であるとと
もに、国民全体の遺産でもあることか
ら、市が適正な維持管理・保全等を行
う必要がある。

□適切

■適切

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

今後の方向性等

　現状のまま継続する。総合計画に位置付けられている郷土資料
館や歴史公園の整備については、今後検討していく。

□統合する(検討含む）

□縮小する(検討含む）

□終了

　郷土資料館の建設や、国史跡旧島松駅逓所を中心とした歴史公
園の整備、緑の基本計画など全市的構想に基づいた事業展開が必
要であり、実施にあたっては、各機関との連携、協力を図りながら総
合的な観点でより効果的な取り組みをすることが重要である｡

受益者負担の妥当性

行財政構造改革推
進本部の総合判定

３　評　価　（チェック）と改善（アクション）

手段の妥当性

□拡大・重点化する

■現状のまま継続する

【１次評価】

　事業の内容によって個の利益・利得
につながる場合は受益者負担を求め
ることは必要である｡

【事務事業担当部局内優先度】

事務事業担当部局
の総合判定

【上記３の評価と改
善を踏まえ、今後の
方向性についての総
合判定と改善方法等
を記入】

■拡大・重点化する

□現状のまま継続する

【市が実施すべき事務事
業ですか。市民・企業等
での実施可能性はありま
せんか】

□廃止・休止する(検討含む）

□縮小する(検討含む）

□廃止・休止する(検討含む）

□終了

　判　　　　定

□見直しの上で継続する

■Ａ 　　　 □B    　　□C

※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

□見直しの上で継続する

□統合する(検討含む）

【２次評価】

【有効性と効率性の評価と改善の方法】

　判　　　　定

□あまり成果が上がっていない

□成果が上がっていない

□十分成果が上がっている

■概ね成果が上がっている

今後の方向性や改善方法など

□かなり非効率

４　総合判定と今後の方向性

判　　定
有効性の評価

【意図した成
果は上がって
いますか】

項　　目 判　定
【妥当性の評価と改善の方法等】

整理番号 40-15

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

【現在の手段は適切です
か。他の手段や委託化な
どの可能性はありません
か】

【手法は効率
的ですか。コ
スト節減の方
法はありませ
んか】

行政関与の妥当性 ■適切

□やや非効率

【受益者負担の適正化の
余地はありませんか】

■適切

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】

■改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）

効率性の評価

■概ね効率的

□十分効率的

事務事業を取り巻く
社会環境の変化や
今後の予測・他市町
村の動向等

　急激な人口の伸びが収まり、市民の意識も、居住している土地の歴史的成り立ちや自然環境について知ろう、学
ぼう、守ろう、そして遊んで楽しもうと変化してきている。この市民の潜在的欲求に如何に応えるか、また事業にどう
反映していくかが今後の大きな課題である｡　郷土学習、地域学習のニーズは今後も高まっていくことが予測される
ことから、より効果的、効率的な事業展開を目指す必要がある｡

項　　目

目的の妥当性

□改善の余地あ
り(⇒改善の方
法記入）




